
“国連ハビタット”の「住まいは人権」に 程遠い住宅状況 

岸田内閣は、敵基地攻撃能力などを整備

するため、5年間で 43兆円もの軍事費を使

おうとしています。 

その財源として検討されているのは、増

税・社会保障などの削減・借金の 3つです。 

その上に、岸田内閣が“目玉政策”とし

ている「異次元の少子化対策」があり財源

の面でも矛盾が広がっています。 
 

早速、岸田首相は、児童手当の財源とし

て「社会保障で、なによりも徹底した歳出

改革」を行うと強調しており、“公的医療

保険料”の引き上げ額は「国民 1人当たり

月 500 円の上乗せ（600 億円）」などと報

じられています。 
 

財界も「後期高齢者医療患者負担や介護

保険利用者負担の見直し（増加）」、医療

機関の病床削減などを主張しています。 
 

生健会は、大軍拡をやめ“少子化対策”

には、大企業と富裕層に応分の負担を求め

るべきとしています。 

陳情審査を行う、委

員会室の傍聴席はわ

ずか 12席です。 

 職員の席は空いて

いるのに、12 人以外

の陳情者・傍聴者は、

議場にも入れず、廊下

に立って傍聴しまし

た。 

 また、傍聴席と職員

席の間には太い金属

パイプで仕切られて

います。 

廊下で、立ってメモを

取る、生健会北九州協

議会の波田千賀子会長 
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生健会の議会陳情 保護課が、実態にほど遠い答弁 

大きくかけ離れた答弁を行いました。 

また、実態については「昨年度、交通事故の

みでは補償金を受け取った 61件中、制度を認

めたのは 29 件で、47．5％」であったことを

明らかにしました。生活に困窮している世帯

なのに半数以上も認めてないのは異常です。 

「生活保護 110番」と 

「暮らし何でも相談」開催 

い住宅に多くの方が住んでいます。 
 

また、生活保護利用者や、高齢者の入居を

拒む大家さんもいます。そんな中、「住宅確

保要配慮者」の“入居を拒まない”賃貸住宅

（セーフティネット登録住宅）制度が 2017

年にできました。 
 

「住宅確保要配慮者」とは低額所得者（月

収が 15.8万円以下）、被災者（発災後 3年

以内）、高齢者、障がい者、子ども（高校生

相当まで）を養育している者です。しかし、

その住宅も劣悪さは同じです。 

住宅セーフティネットの根幹である市営住宅

も、出口しげのぶ市議の調査では、退去後修繕をせ

ずに放置している戸数は 547 戸もあります。市営

住宅事業は年間 34 億円の黒字ですから、1 戸あた

り 100万円で修繕をしたとしても 5億 4700万円で

十分なおつりがきます。 

これを出し惜しみしているため、入居申し込み

の競争率が 20倍を超える団地もあります。 
 

日本は長年、住宅確保を「自己責任」としてきま

した。誰もが安心して人間らしく暮らせる住宅を

保障する「住まいは人権」を実現すべきです。 

福岡市には、国連人間居住計画（ハビタッ

ト）福岡事務所があり、アジア太平洋地域を

担当しています。 

1996年ハビタットは「住まいは人権」との

宣言を出し、日本政府も署名し“住宅政策を

拡充していく”ことを国際的にも確約しまし

た。 
 

ところが、高額家賃と劣悪な住宅状況は改

善されていません。特に、生活保護利用者の

場合、北九州市では単身世帯では 29000円し

か家賃を認めないため、六畳一間で押入もな 

生健会北九州ブロック協議会は、5月 17日

生活保護利用者が交通事故の慰謝料など 

を受取った場合に、全額を保護課に“返還”

するのではなく、冷蔵庫など“普通の生活に

必要”なものの購入などに使うことを認める

「自立更生費」制度について、北九州市議会

に次の３点を陳情しました。 

①利用者に制度を知らせ活用をすすめる

こと。➁制度の実施状況の実態を明らかにす

ること。③制度を保護課職員にも周知徹底す

ること。 
 

陳情審査で、保護課は「保護開始時と毎年

1 回、生活保護のしおりを渡して読み聞かせ

をし、確認書も提出いただいている。その際

に自立更生経費について説明を行っている。

必ずこういうアナウンスをする。生活保護を

受けてらっしゃる方の不利益にならないよ

うに、しっかり実施している」と、実態と  

北九州市社会保障推進協議会（社保協）主催の

「生活保護 110番」と全国一斉「暮らしを守る何

でも相談会」が開催され、弁護士や社会福祉士、

小倉生健会も参加し計44件の相談に応じました。 

「暮らし何でも相談」は、従来の全国一斉「コロ

ナ相談会」を発展させたものです。 

 

「５年間で４３兆円の軍事費」と 

「異次元の少子化対策」が大きな矛盾 

日時：6月 24日（土曜日）12時から 
場所：小倉北区田町 13-21田町ビル 2階 

  （出口しげのぶ事務所の 2階） 

問合せ先：090-1361-0876 八記博春 

 


